
 

１ 一般財団法人渋谷区スポーツ協会加盟団体助成金交付規程の一部改正 対照表 

 7 月 25 日 改正案 9 月 12 日 改正案 

 

－略－ 

 

（助成金の申請） 

第４条 加盟団体は、助成金

の交付を受けようとすると

きは、助成金交付申請書と

次に掲げる書類を添えて、

理事長に提出しなければな

らない。 

(1) 加盟団体事業計画書 

(2) 加盟団体収支予算書 

(3) その他理事長が必要

と認める書類 

 

（助成金の交付決定） 

第５条 理事長は、前条の

規定による申請があった

場合において、それが適当

であると認めたときは、助

成金の交付を決定し、助成

金交付決定通知書により

通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第６条 加盟団体は、前条の

通知を受けたときは、助成

金交付請求書を理事長に提

出しなければならない。 

２ 理事長は、前項の請求書

が提出されたときは、助成金

を交付するものとする。 

 

 

 

 

－略－ 

 

 

（助成金の申請） 

第４条 条文削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（助成金の交付決定） 

第５条 条文削除 

 

 

 

 

 

 

 

（助成金の交付） 

第４条 加盟団体は、助成金

の交付を受けようとする

ときは、次に掲げる書類を

理事長に提出しなければ

ならない。 

(1)加盟団体事業計画書 

(2)加盟団体収支予算書 

(3)その他理事長が必要と

認める書類 

２ 理事長は、前項の書類が

提出され、それが適当であ

－略－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（助成金の交付） 

第４条 加盟団体は、助成金

の交付を受けようとすると

きは、次に掲げる書類を理

事長に提出しなければなら

ない。 

 (1)加盟団体助成金申請書 

 (2)加盟団体事業計画書 

 (3)加盟団体収支予算書 

 (4)その他理事長が必要と

認める書類 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

（承認事項） 

第７条 加盟団体は、次の各

号のいずれかに該当する場

合は、あらかじめ、理事長の

承認を受けなければならな

い。 

(1)助成対象事業を中止、又

は廃止しようとするとき。 

(2)助成対象事業の内容を

変更しようとするとき。 

 

（状況報告） 

第８条 理事長は、必要があ

ると認めたときは、加盟団

体に対して、助成対象事業

の実施状況に関して報告を

求めることができる。 

 

（実績報告） 

第９条 加盟団体は、会計年

度が終了したときは、次に

掲げる書類を理事長に提出

しなければならない。 

(1) 加盟団体事業報告書 

(2) 加盟団体収支決算書 

 

（決定の取消等） 

第１０条 理事長は、加盟団

体が、次の各号のいずれか

に該当したときは、助成金

の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができ

る。 

ると認めたときは、「（一

財）渋谷区スポーツ協会加

盟団体助成金及び 区民ス

ポーツ大会運営費負担金

における交付基準」に基づ

き助成金を交付するもの

とする。 

 

（承認事項） 

第５条 加盟団体は、次の各

号のいずれかに該当する場

合は、あらかじめ、理事長の

承認を受けなければならな

い。 

(1)助成対象事業を中止、又

は廃止しようとするとき。 

(2)助成対象事業の内容を変

更しようとするとき。 

 

（状況報告） 

第６条 理事長は、必要があ

ると認めたときは、加盟団

体に対して、助成対象事業

の実施状況に関して報告

を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第７条 加盟団体は、会計年

度が終了したときは、次に

掲げる書類を理事長に提

出しなければならない。 

(1)加盟団体事業報告書 

(2)加盟団体収支計算書 

 

（決定の取消等） 

第８条 理事長は、加盟団体

が、次の各号のいずれかに

該当したときは、助成金の

交付決定の全部又は一部

を取り消すことができる。 

(1)不正の手段により助成金

 

－略－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付の取消等） 

第 8 条 理事長は、加盟団体

が、次の各号のいずれかに

該当したときは、助成金の

全部又は一部を取り消す

ことができる。 

 

(1)不正の手段により助成金



(1)不正の手段により助成

金の交付を受けたとき。 

(2)助成金の交付決定の内

容又はこれに付した条件

に違反したとき。 

(3)助成金を他の用途に使

用したとき。 

２ 理事長は、助成金の交付

後においても事情の変更に

より必要が生じたときは、

助成金の交付の決定内容又

はこれに付した条件を変更

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（助成金の返還） 

第１１条 理事長は、第７条

第１号の規定による承認

をした場合又は前条第１

項の規定により助成金の

交付決定を取り消した場

合において、既に助成金が

交付されているときは、期

限を定めて当該助成金の

全部又は一部を返還させ

ることができる。 

 

（検査） 

第１２条 理事長は、必要が

あると認めたときは、法人

の役員に助成金の使途につ

いて、加盟団体の帳簿等を

検査させることができる。 

 

 

（改廃） 

の交付を受けたとき。 

(2)助成金の交付決定の内容

又はこれに付した条件に

違反したとき。 

(3)助成金を他の用途に使用

したとき。 

２ 理事長は、助成金の交付

後においても事情の変更

により必要が生じたとき

は、助成金の交付の決定内

容又はこれに付した条件

を変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（助成金の返還） 

第９条 理事長は、第４条第

１号の規定による承認を

した場合又は前条第１項

の規定により助成金の交

付決定を取り消した場合

において、既に助成金が交

付されているときは、期限

を定めて当該助成金の全

部又は一部を返還させる

ことができる。 

 

（検査） 

第１０条 理事長は、必要が

あると認めたときは、法人

の役員に助成金の使途に

ついて、加盟団体の帳簿等

を検査させることができ

る。 

 

（改廃） 

の交付を受けたとき。 

(2)助成金を他の用途に使用

したとき。 

(3)提出書類に虚偽の記載、

報告があったとき。 

(4)第 10 条に定める検査に

応じないとき。 

(5)相当期間を定めた是正勧

告に応じないとき。 

(6)その他、加盟団体に本規

程等の違反があり、理事

会が助成金の取消が相当

であると認めたとき。 

2 理事長は、助成金の交付

後においても事情の変更

により必要が生じたとき

は、助成金の交付内容を変

更することができる。 

 

（助成金の返還） 

第 9 条 理事長は、第 5 条第

1 号の規定による承認をし

た場合又は前条第1項の規

定により助成金の交付を

取り消した場合において、

既に助成金が交付されて

いるときは、期限を定めて

当該助成金の全部又は一

部を返還させることがで

きる。 

 

 

－略－ 

 

 

 

 

 

 

 



第１３条 この規程の改廃

は、理事会の決議を経て行

う。ただし、軽微な改正に

ついては、理事長の権限に

より行うことができるも

のとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年 9 月

26 日から施行する。 

 

第１１条  この規程の改廃

は、理事会の決議を経て

行う。ただし、軽微な改正

については、理事長の権

限により行うことができ

るものとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年 9 月

26 日から施行する。 

 

改正 令和７年〇月○日 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この規程は、令和６年 9 月

26 日から施行する。 

 

改正 令和 7 年 7 月 25 日 

 

改正 令和 7 年●月●日 

 

 

 

 



２．一般財団法人渋谷区スポーツ協会区民大会運営費負担金交付規程の一部改正 対照表 

 7 月 25 日 改正案 9 月 12 日 改正案 

 

－略－ 

 

（負担金の申請） 

第４条 加盟団体は、負担金

の交付を受けようとすると

きは、負担金交付申請書に

次に掲げる書類を添えて、

理事長に提出しなければな

らない。 

(1) 区民大会開催要項 

(2) 区民大会収支予算書 

(3) その他理事長が必要と

認める書類 

 

（負担金の交付決定） 

第５条 理事長は、前条の規

定による申請があった場合

において、それが適当であ

ると認めたときは、負担金

の交付を決定し、負担金交

付決定通知書により通知す

るものとする。 

 

（負担金の交付） 

第６条 加盟団体は、前条の

通知を受けたときは、負担

金交付請求書を理事長に提

出しなければならない。 

２ 理事長は、前項の請求

書が提出されたときは、負

担金を交付するものとす

る。 

 

 

 

 

 

－略－ 

 

（負担金の申請） 

第４条 条文削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（負担金の交付決定） 

第５条 条文削除 

 

 

 

 

 

 

 

（負担金の交付） 

第４条 加盟団体は、負担金

の交付を受けようとする

ときは、次に掲げる書類を

理事長に提出しなければ

ならない。 

(1) 区民大会開催要項 

(2) 区民大会収支予算書 

(3) その他理事長が必要と

認める書類 

２ 理事長は、前項の書類が

提出され、それが適当である

と認めたときは、「（一財）渋

 

－略－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（負担金の交付） 

第４条 加盟団体は、負担金

の交付を受けようとする

ときは、次に掲げる書類を

理事長に提出しなければ

ならない。 

   (1)区民スポーツ大会運営

費負担金交付申請書 

  (2)区民大会開催要項 

  (3)区民大会収支予算書 

   (4)その他理事長が必要と

認める書類 

 



 

 

 

 

 

（承認事項） 

第７条 加盟団体は、次の各

号のいずれかに該当する場

合は、あらかじめ、法人の承

認を受けなければならな

い。 

（1）区民大会を中止、又は廃

止しようとするとき。 

（2）区民大会開催要項の内

容を変更しようとすると

き。 

 

（状況報告） 

第８条 理事長は、必要があ

ると認めたときは、加盟団

体に対して、区民大会の実

施状況に関して報告を求め

ることができる。 

 

（実績報告） 

第９条 加盟団体は、区民大

会を完了したときは、次に

掲げる書類を理事長に提出

しなければならない。 

(1) 区民大会実績報告書 

(2) 区民大会収支決算書 

(3) その他理事長が必要と

認める書類 

 

（決定の取消等） 

第１０条 理事長は、加盟団

体が、次の各号のいずれか

に該当したときは、負担金

の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができ

る。 

谷区スポーツ協会加盟団体

助成金及び区民スポーツ大

会運営費負担金における交

付基準」に基づき負担金を交

付するものとする。 

（承認事項） 

第５条 加盟団体は、次の各

号のいずれかに該当する

場合は、あらかじめ、法人

の承認を受けなければな

らない。 

（1）区民大会を中止、又は廃

止しようとするとき。 

（2）区民大会開催要項の内

容を変更しようとすると

き。 

 

（状況報告） 

第６条 理事長は、必要があ

ると認めたときは、加盟団体

に対して、区民大会の実施状

況に関して報告を求めるこ

とができる。 

 

（実績報告） 

第７条 加盟団体は、区民大

会を完了したときは、次に

掲げる書類を理事長に提

出しなければならない。 

(1) 区民大会実績報告書 

(2) 区民大会収支決算書 

(3) その他理事長が必要と

認める書類 

 

（決定の取消等） 

第８条 理事長は、加盟団体

が、次の各号のいずれかに

該当したときは、負担金の

交付決定の全部又は一部

を取り消すことができる。 

（1）不正の手段により負担

－略－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付の取消等） 

第 8条 理事長は、加盟団体

が、次の各号のいずれかに

該当したときは、負担金の

全部又は一部を取り消す

ことができる。 

 



（1）不正の手段により負担

金の交付を受けたとき。 

（2）負担金の交付決定の内

容又はこれに付した条件

に違反したとき。 

（3）負担金を他の用途に使

用したとき。 

２ 理事長は、負担金の交付

後においても事情の変更

により必要が生じたとき

は、負担金の交付の決定内

容又はこれに付した条件

を変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（負担金の返還） 

第１１条 理事長は、第７条

第１号の規定による承認を

した場合又は前条第１項の

規定により負担金の交付決

定を取り消した場合におい

て、既に負担金が交付され

ているときは、期限を定め

て当該負担金の全部又は一

部を返還させることができ

る。 

 

（検査） 

第１２条 理事長は、必要が

あると認めたときは、法人

の役員に負担金の使途につ

いて、加盟団体の帳簿等を

検査させることができる。 

 

（改廃） 

第１３条 この規程の改廃

金の交付を受けたとき。 

（2）負担金の交付決定の内

容又はこれに付した条件

に違反したとき。 

（3）負担金を他の用途に使

用したとき。 

２ 理事長は、負担金の交付

後においても事情の変更

により必要が生じたとき

は、負担金の交付の決定内

容又はこれに付した条件

を変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（負担金の返還） 

第９条 理事長は、第５条第

１号の規定による承認をし

た場合又は前条第１項の規

定により負担金の交付決定

を取り消した場合におい

て、既に負担金が交付され

ているときは、期限を定め

て当該負担金の全部又は一

部を返還させることができ

る。 

 

（検査） 

第１０条 理事長は、必要が

あると認めたときは、法人

の役員に負担金の使途につ

いて、加盟団体の帳簿等を

検査させることができる。 

 

（改廃） 

第１１条 この規程の改廃

(1)不正の手段により負担

金の交付を受けたとき。 

(2)負担金を他の用途に使

用したとき。 

(3）提出書類に虚偽の記載、

報告があったとき。 

(4)第 10 条に定める検査に

応じないとき。 

(5)相当期間を定めた是正勧

告に応じないとき。 

(6)その他、加盟団体に本規

程等の違反があり、理事

会が助成金の取消が相当

であると認めたとき。 

2 理事長は、負担金の交付後

においても事情の変更に

より必要が生じたときは、

負担金の交付内容を変更

することができる。 

 

（負担金の返還） 

第 9条 理事長は、第 5条第

1 号の規定による承認をし

た場合又は前条第 1 項の規

定により負担金の交付を取

り消した場合において、既

に負担金が交付されている

ときは、期限を定めて当該

負担金の全部又は一部を返

還させることができる。 

 

 

－略－ 

 

 

 

 

 

 

 

 



は、理事会の決議を経て行

う。ただし、軽微な改正につ

いては、理事長の権限によ

り行うことができるものと

する。 

 

附則 

この規程は、令和６年 9月 26

日から施行する。 

 

は、理事会の決議を経て行

う。ただし、軽微な改正につ

いては、理事長の権限によ

り行うことができるものと

する。 

 

附則 

この規程は、令和６年 9月 26

日から施行する。 

 

改正 令和７年〇月○日 

 

 

 

 

 

 

附則 

この規程は、令和 6年 9月 26

日から施行する。 

 

改正 令和 7 年 7 月 25 日 

 

改正 令和 7 年●月●日 

 

 


